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チーム員
教育担当参事
兼教育総務課長

両角　秀孝 いじめ
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濵　敦志 長欠

新 チーム員 子ども総合相談センター長 林　秀昭 長欠

チーム員 子ども総合相談センター主幹 増沢　洋子 いじめ
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学力向上アドバイザー
兼 統括教育支援主事

宮坂　享 いじめ
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自立支援員
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チーム員 社会福祉課生活福祉主幹 井岡　雅彦 長欠
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○岡谷市子ども教育支援チーム設置要綱 

平成２１年１２月１５日 

教育委員会訓令第２号 

改正 平成２５年３月２９日教委訓令第１号 

（題名改称） 

（設置） 

第１条 児童生徒の教育課題を解決するため、岡谷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

に、岡谷市子ども教育支援チーム（以下「支援チーム」という。）を設置する。 

（平成２５教委訓令１・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 支援チームの所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 長期欠席児童生徒の支援に関すること。 

(2) いじめ問題への対応に関すること。 

(3) 学校諸問題への対応に関すること。 

(4) その他児童生徒の教育課題に対する調査研究及び支援に関すること。 

（平成２５教委訓令１・全改） 

（組織） 

第３条 支援チームは、チーム長、副チーム長及びチーム員で組織する。 

２ チーム長は教育長、副チーム長は岡谷市小中学校校長会長及び副会長をもって充て、チー

ム員は教育委員会が委嘱又は職員のうちから任命する。 

３ チーム長は、支援チームを総理する。 

４ 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 会議は、チーム長が招集し、チーム長が議長となる。 

２ チーム長は、必要があると認めるときは、支援チームに部会を設置し、及び関係者を会議

に出席させ意見を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 支援チームの庶務は、教育委員会教育総務課が行う。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この訓令は、示達の日から施行する。 

附 則（平成２５年教委訓令第１号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 
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